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令和７年度児童福祉施設（幼保連携型認定こども園）の指導監査結果 

 

第１章 指導監査の方針 

１ 指導監査の意義と目的 

児童福祉施設には、児童福祉法による設置目的に沿って、サービスの質の向上に努めながら、

利用者に適切な処遇を行うことが求められます。また、施設が有する専門的機能や福祉情報を積

極的に地域社会に提供し、地域の福祉活動の拠点としての機能を果たす等、児童福祉事業の主た

る担い手として多様な役割を果たしていくことに大きな期待が寄せられています。 

その期待に応えるためには、安定的、継続的な施設運営及びコンプライアンス重視の姿勢が不

可欠です。 

こうしたことから、市では、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第19条その他関係法令の規定に基づき指導監査を実施しています。 

 

２ 児童福祉施設（幼保連携型認定こども園）に係る指導監査重点事項 

Ⅰ 利用者の安全確保について 

(1) 保育中の安全に関する事項についての計画管理の策定・運用状況 

(2) 不適切な保育や事故の未然防止及び発生時の対応 

Ⅱ 教育・保育環境の整備について 

(1) 学級編成及び職員配置の状況 

(2) 認可定員の遵守状況 

(3) 園舎に備えるべき設備や定期的な修繕・改善等の実施状況 

(4) 教育・保育を行う期間・時間の状況 

(5) 職員の確保・定着促進及び資質の向上の取組状況 

Ⅲ 教育・保育内容について 

(1) 教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成状況 

(2) 指導計画の作成状況 

(3) 小学校教育との円滑な接続に関する取組状況 

(4) 子育て支援の内容及び家庭・地域社会との連携状況 

Ⅳ 健康・安全・給食について 

(1) 健康の保持増進に関する取組状況 

(2) 火災・地震・水害・土砂災害等を含む非常災害対策の取組状況 

(3) 給食の適切かつ衛生的な提供に関する取組状況(食中毒・アレルギー対応等) 
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第２章 指導監査の結果 

１ 指導監査の実施状況及び指摘事項の概要等 

所管施設数（幼保連携型認定こども園） 36施設（令和８年３月31日時点） 

指導監査実施施設数          36施設 

 施設数 
実施施設数に対する 

指摘等の割合 

文書指摘・口頭指導【あり】の施設数 15    41.7% 

（内訳） 

文書指摘のみ （０） （0.0%） 

口頭指導のみ （10） （27.8%） 

文書指摘及び口頭指導 （５） （13.9%） 

文書指摘・口頭指導【なし】の施設数 21  58.3% 

指導監査実施施設数 36   

※ 割合は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に一致しない場合があります。 

 

  ＜指摘事項の内容及び件数＞ 

 文書指摘 口頭指導 合計 割合 

適切な児童処遇の確保の状況 ３  12  15  48.4%  

1 苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状

況 
（１） （２） （３） （9.7%） 

2 全体的な計画を編成し、それに基づく指導計画の

作成状況 
（０） （４） （４） （12.9%） 

3 睡眠中の窒息リスクの除去として、寝かせ方に配

慮すること、児童を一人にしないこと、安全な睡眠

環境づくりの状況  

（２） （０） （２） （6.5%） 

4 事故発生時における都道府県知事等への報告状

況 
（０） （２） （２） （6.5%） 

5 健康診断の実施、結果の記録及び保管の状況 （０） （１） （１） （3.2％） 

6 その他 （０） （３） （３） （9.7％） 

施設の運営管理体制の状況 ３ ７  10  32.3%  

1 管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況 （０） （５） （５） (16.1%） 

2 直接処遇職員等配置基準に基づく必要な職員の確

保の状況 
（３） （０） （３） (9.7％) 

3 その他 （０） （２） （２） （6.5%） 

防災対策への取組状況 ０  ６  ６  19.4%  
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1 消防計画の策定の状況 （０） （４） （４） （12.9%） 

2 消火訓練及び避難訓練の実施状況 （０） （２） （２） （6.5%） 

合計件数 ６  25  31  100.0%  

※ 割合は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に一致しない場合があります。 

２ 主な指摘事項 

令和７年度における指摘事項及び今後の実地指導において指摘が想定される事項を紹介し

ます。 

事例

番号 
分類 指摘内容 項 

１ 
事故発生防止及び発生

時の対応措置状況 

発生した事故について、本市子育てあんしん課に報告

していない。 
４ 

２ 学校安全計画の策定等 学校安全計画が策定されていない。 ５ 

３ 

直接処遇職員等配置基

準に基づく必要な職員

の確保の状況 

園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置につ

いて、不足がある。 
６ 

４ 
管理規程、経理規程等

の整備及び運用の状況 

園則に規定すべき項目について、不足がある、又は実

態と整合していない。 
８ 

 

 ＜用語解説＞ 

 

施行規則 

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行規則（平成26年７月２日号外内閣府、文部科学省、厚生労働

省令第２号） 

基準 
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号） 
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事例番号 １ 分 類 事故発生防止及び発生時の対応措置状況 

指摘内容 発生した事故について、本市子育てあんしん課に報告していない。 

指 摘 例 

令和７年●月●日に園内で発生した事故により医療機関を受診した事例について、

本市子育てあんしん課に報告していないことを確認したので、速やかに報告するこ

と。 

解 説 

報告の必要のある事故について、本市子育てあんしん課に報告していなかった事例

です。 

保育中に起きた事故等のうち、次に該当するものは報告の必要があります。 

特に、①、②及び③については、園から市への報告後、さらに市からこども家庭庁

に報告することとなりますので、速やかに所定の様式による報告を行ってください。 

 事故等の内容 

① 死亡事故 

② 
意識不明事故 

（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。） 

③ 治癒に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等 

④ 
①、②及び③以外の重篤ではない事故等 

（例：保育中の怪我による受診を伴う事故や疾病、誤食等） 
 

改善方法 報告の必要な事故について、職員間で情報共有をしてください。 

基準等 特定教育・保育施設等における事故の報告等について（通知）（令和７年３月21日付

けこ成安第 44号、６教参学第51号） 

特定教育・保育施設等における事故の報告等について（通知）（令和６年６月11日付

け６盛福子育号外） 



 5 / 9 

 

 

 

 

  

事例番号 ２ 分 類 学校安全計画の策定等 

指摘内容 学校安全計画が策定されていない。 

指 摘 例 

学校安全計画が未策定であることを確認した。園児の安全の確保を図るため、施設 

及び設備の安全点検、園児に対する指導、職員の研修その他の園における安全に関す

る事項について計画を策定し、実施すること。 

解 説 

認定こども園法第 27 条の規定により準用する学校保健安全法の規定に基づき、園

児の安全の確保を図るため、施設及び設備の安全点検、園児に対する安全に関する指

導、職員の研修その他の園における安全に関する事項についての計画「学校安全計

画」を策定し、実施する必要があります。策定後において、学校安全計画を定期的に

見直し、必要に応じて変更することも肝要です。 

また、保育所等から幼保連携型認定こども園に移行する場合も学校安全計画を策定

することとなりますが、移行前に保育所等として作成していた既存の安全計画を学校

安全計画とみなすことも可能です。なお、その際には、幼保連携型認定こども園への

移行に伴って見直す点が生じていないかも確認し、変更する必要があります。 

参考通知 

保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について（通知）（厚生労働省

子ども家庭局総務課少子化総合対策室発出 令和４年12月16日付け事務連絡）６ペー

ジ部分 

改善方法 学校安全計画を策定してください。 

基準等 認定こども園法第27条、学校保健安全法第27条 
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事例番号 ３ 分 類 直接処遇職員等配置基準に基づく必要な職員の確保の状況 

指摘内容 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置について、不足がある。 

指 摘 例 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第５条第

３項において、教育及び保育に直接従事する職員の数は 「常時２人を下ることはで

きない。」と規定されているが、令和●年●月●日、●日及び●日において複数配置

されていない時間帯があることを確認したので、適正に職員を配置すること。 

なお、直接従事する職員とは同項に規定する職員であることに留意すること。 

解 説 

園児の教育及び保育に直接従事する職員（以下「職員」という。）を、複数配置し

ていない事例です。 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第５条第

３項に、職員の配置について、「職員の数は、下記【年齢別配置基準】に定める数以

上とする。」と規定されています。 

また、令和６年４月１日から満４歳以上児の職員配置基準を30対１から25対１へ、

満３歳児の職員配置基準を20対１から15対１へ改正されました。経過措置として、こ

れまでは当分の間は従前の基準により運営することも妨げないものとされていました

が、基準省令の改正により、３歳児については、令和11年度以降、改正後の基準によ

り職員を配置すべきことが求められるようになりました。 

【年齢別配置基準（新）】 

・乳児     園児３人につきおおむね職員１人 

・１、２歳児  園児６人につきおおむね職員１人 

・３歳児    園児15人につきおおむね職員１人 

・４歳児以上  園児25人につきおおむね職員１人 

 

上記の合計数（※）以上 かつ ２人を下らないこと 

 

【年齢別配置基準（従前）】 

・乳児     園児３人につきおおむね職員１人 

・１、２歳児  園児６人につきおおむね職員１人 

・３歳児    園児20人につきおおむね職員１人 

・４歳児以上  園児30人につきおおむね職員１人 

 

上記の合計数（※）以上 かつ ２人を下らないこと 
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また、同項に、職員となり得る者について、次のとおり規定されています。(※) 

 

・副園長 

・教頭 

・主幹保育教諭 

・指導保育教諭 

・保育教諭 

・助保育教諭又は講師 

 

※職員については、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法第18条の18

第１項に規定される保育士登録を受けていることが原則必要です。 

 

なお、現在は子ども・子育て支援法附則第２条第４項及び就学前の子どもに関する

教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第２条第２項による新制度施行

後の経過措置期間（平成27年４月１日～令和７年３月31日）に該当するため、幼稚園

の教諭の免許状取得又は保育士登録のどちらか一方のみで差し支えありません。 

 

職員を適切に配置して、園児に対する教育及び保育活動の質の向上に努めてくださ

い。 

改善方法 
基準に規定されている職員の数を確認するとともに、有資格者を適切に配置してくだ

さい。 

基準等 基準第５条第３項（職員の数等） 
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事例番号 ４ 分 類 管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況 

指摘内容 園則に規定すべき項目について、不足がある、又は実態と整合していない。 

指 摘 例 

園則に規定されている次の項目について、実態及び重要事項説明書と差異があるこ

とを確認したので、整合を図ること。 

・教育又は保育を行う日時数（教育標準時間認定に係る教育時間） 

・保育料その他の費用徴収に関する事項（父母の会費） 

・その他施設の管理についての重要事項（避難訓練の実施頻度） 

解 説 

園則に規定すべき項目について不備がある事例です。 

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

第16条に、幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項について、次のとおり規

定されています。 

 

・学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園し

ている時間に関する事項 

・教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項 

・保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項 

・利用定員及び職員組織に関する事項 

・入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 

・保育料その他の費用徴収に関する事項 

・その他施設の管理についての重要事項 

 

 これらの項目に不備がないか、また内容に整合性があるかどうかを確認してくださ

い。 

改善方法 
園則に記載すべき事項に不足や誤りがないか、また実態及び重要事項説明書と整合し

ているかを確認した上で、不備がある場合は改正手続きを行ってください。 

基準等 施行規則第16条（幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項） 
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第３章 適正な施設運営のために 

児童福祉施設（幼保連携型認定こども園）がその設置の趣旨に沿って事業の公共性と適正な運

営を確保するためには、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（認定こども園法）」をはじめ、「幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準」やこど

も家庭庁通知等をよく理解し遵守しなければなりません。 

施設の運営は、公費を主たる財源として行われる極めて公共性の高いものであることから、そ

の経理状況及び経営状況を常に明らかにし、会計の透明性と公平性を確保する必要があります。 

また、利用者の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するためには、教育及び保育の

質の向上に努めなければなりません。そのためには園児に対する教育及び保育について「計画」・

「実践」・「評価」・「改善」のサイクルを繰り返し、外部研修や内部研修等を行うことで、職員

の資質の向上に努める必要があります。 

市としましても、幼保連携型認定こども園における教育及び保育内容の質の向上や適切な事務

処理等が行われるよう、施設運営に有効となる情報提供等を行っていきたいと考えています。 

今後とも、幼保連携型認定こども園を利用している利用者の最善の利益を第一に施設運営を行

うようお願いします。 

 


